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【本日の内容】

１．林業における労働災害防止対策

２．熱中症対策

３．【法改正】熱中症対策の強化について



１．林業における労働災害防止対策

２．熱中症対策

３．【法改正】熱中症対策の強化について



林業における労働災害防止対策

4

林業現場での労働災害事例①

【災害発生状況】
立木の伐採現場において、伐倒木が、

30ｍ離れた場所で作業中であった別の
作業者に接触したもの。

【発生年月】 令和６年11月

【休業見込】 ６か月

【災害発生原因】
伐倒木に接触するおそれのある場所に別の作業者の立ち入りを禁止していなかったこと。

※イメージ図
（職場のあんぜんサイトより）
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林業現場での労働災害事例①

【再発防止対策】

１．伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの２倍に相当する距離を半径と
する円形の内側に伐倒者以外の作業者が立ち入ることを禁止すること。

２．伐倒の際に退避する場所を、あらかじめ、選定すること。

３．伐倒直前には、伐倒方向、周囲の状況、退避場所の再確認等最善の注意を払うこと。

４．伐採作業の経験だけで十分な知識・技能を有していると考えずに正規の安全衛生特別
教育を行うこと。
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林業現場での災害事例②

【災害発生状況】
伐倒木の枝払い作業中、雪に足をとられ、チェンソーの刃が足に当たったもの。

【発生年月】 令和７年２月

【休業見込】 ３か月

【災害発生原因】
作業場所の足場が滑りやすく不安定

であったこと。

※イメージ図
（職場のあんぜんサイトより）
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林業現場での労働災害事例②

【再発防止対策】
１．下肢切創防止用保護衣（チャップス等）の着用

２．作業手順等の徹底
(1) 積雪場所等の滑りやすい場所で枝払い作業を行うときには、材の安定を確認し、
足場を確保してから行うこと。
(2) 傾斜地での枝払い作業は、原則として山側に位置して行うこと。
(3) 転倒、転落などのおそれのある材の上では、枝払い作業は行わないこと。

３．緊急連絡体制の整備等
(1) 災害発生時に備え、緊急連絡体制の整備を図ること。
(2) 災害が発生したときに備え、被災者の移送の方法を定めておくこと。
(3) 災害が発生したときに備え、救急用品を現場内に常備しておくこと。
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ガイドラインの紹介①

【チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン 概要】
（１）伐木等作業における保護具等の選定及び着用

（２）チェーンソーの選定、取扱い方法等

（３）伐木等作業を安全に行うための事前準備等

（４）伐木等作業における安全の確保

（５）チェーンソーを用いて行う造材作業の安全確保

（６）かかり木の処理の作業における安全の確保
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ガイドラインの紹介①

【チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン １】
（１）伐木等作業における保護具等の選定及び着用
保護具等の選定に当たっては、防護性能が高いことはもちろんのこと、作業性
が良く、視認性の高い目立つ色合いのものであって、人間工学に配慮した使いや
すい機能を備えたものを選定すること。

①下肢の切創防止用保護衣
②衣服
③手袋
④安全靴等履物
⑤保護帽、保護網、保護眼鏡、防音保護具
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ガイドラインの紹介①

【チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン ２】
（２）チェーンソーの選定、取扱い方法等
・ チェーンソーはできる限り軽量なものを選定し、大型のものは胸高直径70 cm以上の
立木の伐倒等やむを得ない場合に限って使用すること。
・ チェーンソーのエンジンを始動させるときは、原則としてチェーンソーを地面に置き、
保持して行うこと。
・ チェーンソーの使用に当たっては、前ハンドルと後ハンドルに親指を回して確実に保
持し、振動や重さによる身体への負荷を軽減するため、チェーンソーを身体の一部及び
原木で支えること。
・ チェーンソーを携行し、移動する前には、チェーンブレーキをかけ、ソーチェーンの
静止を確認すること。
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ガイドラインの紹介①

【チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン ３】
（３）伐木等作業を安全に行うための事前準備等
①調査・記録の実施
➡地形の状況、緊急車両の走行経路、無線通信が可能な範囲 等

②リスクアセスメント等の実施

③作業計画の作成

④作業指揮者の選任

⑤安全衛生教育の実施
➡チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者教育を５年ごとに実施



林業における労働災害防止対策

12

ガイドラインの紹介①

【チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン ４】
（４）伐木等作業における安全の確保
・ 安全な伐倒方向を確認すること
（原則、斜面の下方向に対し、
45度から105度までの方向）

・ 伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの２倍に相当する距離
を半径とする円形の内側に伐倒者以外の労働者が立ち入ることを禁止すること

・ 伐倒作業で受け口と追い口の間に
適当な幅の切り残し（つる）を残すこと
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ガイドラインの紹介①

【チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン ５】
（５）チェーンソーを用いて行う造材作業の安全確保
・ 転落し、又は滑ることにより、造材作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあ
る伐倒木、玉切材、枯損木等の木材については、くい止め、歯止め等これらの木材が転
落し、又は滑ることによる危険を防止する措置を講じること

・ 作業の支障となるかん木などは、あらかじめ取り除いておくこと。
・ 原木の転動に注意し、必ず斜面の上部で作業を行うこと。
・ 足を原木やチェーンソーの下に入れないこと。
・ 伐倒木等が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところには、労働
者を立ち入らせないこと。

・ 原則として、元口の山側に立ち、先端に向かって枝払い作業を行うこと。
・ 玉切作業は、必ず斜面上部に立って行うこと。
・ 同時に２人以上で同一の原木の枝払いや玉切りをしないこと。
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ガイドラインの紹介①

【チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン ６】
（６）かかり木の処理の作業における安全の確保
・ かかり木が発生した場合には、当該かかり木を速やかに、確実に処理するようにする
こと。

・かかり木の処理の作業においては、次に掲げる事項を行ってはならないこと。
①かかられている木の伐倒
②かかり木に激突させるためにかかり木以外の立木の伐倒（浴びせ倒し）
③かかっている木の元玉切り
④かかっている木の肩担ぎ
⑤かかり木の枝切り

・ かかり木をやむを得ず一時的に放置する場合については、当該かかり木による危険が
生ずるおそれがある場所に労働者等が誤って近付かないよう、当該処理の作業に従事す
る労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を縄張、標識の設置等の
措置によって明示すること。



林業における労働災害防止対策

15

ガイドラインの紹介②

【林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン（概要）】

（１）連絡体制の整備

（２）伐木作業開始前の連絡手段の確認・端末の確認

（３）連絡責任者が行うべきこと（通信可能位置の確認、捜索の実施）

（４）労働者が行うべきこと（作業者相互の安全確認）

（５）労働災害発生時の行うべきこと

（６）無線通信の通信機器の機能及び取扱いの方法等の教育訓練の実施
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ガイドラインの紹介②

【林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン】
（１）事業者は、緊急時における連絡体制等を整備すること。
①事業者は、作業現場の位置、作業内容、作業現場に持ち込む通信機器、作業現場で利
用できる連絡の手段等を勘案し、緊急時（労働災害の発生時、労働者の所在不明時等）
に対処するため、通信が可能である範囲、作業場所における作業中の労働者相互の連絡
方法等必要な事項を定め、その内容を関係労働者に周知すること。
②作業現場における安全の確認、労働災害発生時の連絡等を行う連絡責任者を選任する
こと。

（２）事業者は、作業現場において伐木等の作業を行うときは、その作業を開始する前に、
次の事項を行うこと。
①連絡責任者に緊急時における連絡の方法の確認をさせること。
②携帯電話等の端末又は無線通信の機器のバッテリーの充電状態及び故障の有無を確認
し、異常がある場合はバッテリーの交換等必要な措置を講じること。
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ガイドラインの紹介②

【林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン 続き】
（３）事業者は、連絡責任者に、作業現場において、次の事項を行わせること。
①作業現場から事業場の事務所へ当該携帯電話等又は無線通信による通信が可能である
位置を確認しておくこと。
②労働者が所在不明となった場合で労働災害等の可能性があるときは、直ちに捜索を実
施すること。

（４）事業者は、労働者に、作業現場において、次の事項を行わせること。
①連絡責任者の指示に従って労働者相互の連絡を行い、相互の安全を確認すること。
②労働者相互の連絡において応答がない場合、作業の進捗状況からみて不自然にチェー
ンソーの音がしなくなった場合等には、当該労働者の作業場所に行く等により異常の有
無を確認すること。
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ガイドラインの紹介②

【林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン 続き２】
（５）事業者は、労働災害が発生したときは、連絡責任者及び関係労働者に、次の事項を
行わせること。
①労働災害の発生を発見した労働者は、直ちに連絡責任者に被災の程度、救急車の必要
の有無等を連絡すること。
②原則として連絡責任者が、事業場の事務所、消防機関等救急機関に所要の連絡を行う
こと。

（６）事業者は、関係労働者に対し、無線通信の通信機器の機能及び取扱いの方法等につ
いて教育訓練を行うこと。



１．林業における労働災害防止対策

２．熱中症対策

３．【法改正】熱中症対策の強化について
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令和７年度「STOP︕熱中症クールワークキャンペーン」について

令和６年における熱中症の死傷者（日本全国）は1,195人（内、死亡者数は30人）
熱中症死傷者の約４割は製造業（227人）及び建設業（216人）で発生している⇩ こうした状況を踏まえ

キャンペーン期間において
① 暑さ指数（WBGT）の把握及びその値に応じた熱中症対策の実施
② 熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等
適切な措置ができるための体制整備

③ 糖尿病、高血圧症等の熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者
に対する医師等の意見を踏まえた配慮

等の重点的事項の徹底を図る

【キャンペーン期間】 令和７年５月１日から同年９月３０日まで
（令和７年４月は準備期間 同年７月は重点取り組み期間）
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自分でできる７つのこと（概要）

熱中症予防のため、自分でできる７つのことを実践しましょう

１．熱中症を正しく知る
２．応急手当と水道水散布法
３．暑さ指数の活用（測定・確認）
４．暑熱順化
５．水分・塩分同時補給
６．プレクーリング
７．健康管理
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自分でできる７つのこと①

１．熱中症を正しく知る

熱中症とは、「高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなく
なり、体内に熱がこもった状態」を指します。（厚生労働省のホームページより）

熱中症になる主な要因は
（１）蒸し暑さ
（２）暑さに慣れていない
（３）水分・塩分の不足
（４）長時間連続作業
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自分でできる７つのこと① 熱中症の症状と分類（「日本救急医学会熱中症分類2015」より）
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自分でできる７つのこと②

２．応急手当と水道水散布法
Ⅰ度（軽度）︓意識ははっきりしているが、めまい・立ちくらみ等の症状
➡冷所に移動し安静にして、身体を冷やし水分・塩分の補給（１人にさせない）

Ⅱ度（中等度）︓頭痛や吐き気、倦怠感等の症状
➡医療機関を受診（状況のわかる人が医療機関に同行）

Ⅲ度（重症）︓意識障害、けいれん発作、
高体温等の症状

➡救急車要請（救急車が到着するまでの間、
作業着を脱がせ、水をかけ身体冷却）
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自分でできる７つのこと③

３．暑さ指数の活用（測定・確認）
暑さ指数を活用するための４ステップ
①暑さ指数の測定
②着用している作業着等を考慮した測定値の補正
③危険度を確認して対策
④作業者への周知
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自分でできる７つのこと④

４．暑熱順化（夏の暑さに身体を慣らすこと）
入職したての人、長期休暇明けの人は要注意
暑さに身体が慣れても数日間職場を離れると効果は消滅する
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自分でできる７つのこと⑤

５．水分・塩分同時補給
のどが渇いたと思った時には既に脱水状態が始まっていることがある
のどが渇く前にこまめに水分補給することが大切
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自分でできる７つのこと⑤
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自分でできる７つのこと⑤ 熱中症対策ドリンクの作り方
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自分でできる７つのこと⑥

６．プレクーリング
（あらかじめ体温を下げておき、作業中に体温が上がるのを緩やかにする）

プレクーリングの方法は以下の２つ
①身体の外部から冷やす方法
例︓足を冷やす、冷房 等

②身体の内部から冷やす方法
例︓アイススラリー（シャーベット状の飲料）を飲む 等
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自分でできる７つのこと⑦

７．健康管理
管理者︓現場パトロール中に作業員に声をかけ、健康状態を確認
作業者︓単独行動を避け、声を掛け合う・こまめな水分（塩分）補給
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最後に

本日お話しした内容は「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」に掲載されています
この熱中症ガイドは厚生労働省のホームページに掲載されています
職場における熱中症対策のため、是非、熱中症ガイドをご覧ください

ダウンロードはこちら⇩



１．林業における労働災害防止対策

２．熱中症対策

３．【法改正】熱中症対策の強化について
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令和７年６月１日より義務化（施行）されます

【改正の経緯】

◎熱中症による死亡災害の傾向
・熱中症による死亡災害は、日本全国で３年連続（R4～6年）で30人以上となっている。
・熱中症の死亡災害に至る割合は他の労働災害と比べて約５～６倍となっている。
・熱中症による死亡者の約７割は屋外作業であった。
・熱中症による死亡災害について、ほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」が発生
原因となっている。

◎早期に求められる対策
現場において「死亡に至らせない（重篤化させない）ための適切な対策の実施」が必要
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令和７年６月１日より義務化（施行）されます

【改正の内容】 次のことが義務化されます。
１．「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見
つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知

２．熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能
となるよう、事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等、
作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等の熱中症による重篤化を防止する
ために必要な措置の実施手順の作成及び関係者への周知

【対象となる作業】
WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で

連続１時間以上又は１日４時間を超えて実施が見込まれる作業
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熱中症のおそれのある者に対する処置の例①
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熱中症のおそれのある者に対する処置の例②
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令和７年６月１日より義務化（施行）されます

【参考】労働安全衛生規則第612条の２（熱中症を生ずるおそれのある作業）

１ 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのあ
る作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有す
る場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事
する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事す
る者に対し、当該体制を周知させなければならない。

２ 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのあ
る作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、
必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止
するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する
者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。


